
東京都高等学校体育連盟柔道専門部規約 
 
第１章 名称及び本部所在地 

（名 称） 

第 １ 条 この部は東京都高等学校体育連盟柔道専門部（略称・都高体連柔道専門部）と

称する。 
（所在地） 

第 ２ 条 この部の本部は専門部長もしくは委員長の所在校に置く。 
 
第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第 ３ 条 この部は東京都高等学校体育連盟規約に基づき、関係団体と提携し、高等学校

における柔道の健全な発展を図ることを目的とする。 
（事 業） 

第 ４ 条 この部は第 3条の目的を達成するために次の事業を行う。 
１， 加盟各校との親睦及び関係諸団体との連携・融和 
２， 各種高等学校柔道大会の開催及び運営 
３， 高等学校柔道の強化振興に関する企画･研究･調査 
４， 高等学校柔道を通じての国際親書・交流 
５， その他、目的達成に必要な事項 

 
第３章 組  織 

（組 織） 

第 ５ 条 この部は東京都高等学校体育連盟の加盟校（全日制・男子・女子）柔道部をも

って組織する。 
（支 部） 

第 ６ 条 この部は、次の支部を置く。（五十音順） 
    第１支部：足立・荒川・江戸川・葛飾・北・江東・墨田・台東・中央・文京の各 

区内の全日制 
    第２支部：太田・品川・渋谷・世田谷・千代田・港・目黒の各区内と島嶼全域の 

全日制 
    第３支部：板橋・新宿・杉並・豊島・中野・練馬の各区内と清瀬・小平・西東京・ 

東久留米・東村山の各市内の全日制 
    第４支部：昭島・あきる野・稲城・青梅・奥多摩・国立・小金井・国分寺・狛江・ 

立川・多摩・調布・八王子・羽村・東大和・日の出・日野・檜原・府中・ 
福生・町田・瑞穂・三鷹・武蔵野・武蔵村山の各市内の全日制 



（１条校以外の取り扱い） 

 東京都高等学校体育連盟の定める１条校以外の学校（朝鮮高級学校、各種学校等）の取

り扱い。 
イ、 高体連への加盟は行わない。 
ロ、 高体連の認める大会への参加は認める。〔附帯条件有〕 

（支部役員の選任及び役割） 

第７条 支部長及び副支部長２名は各支部において選出し、部長が委嘱する。 
支部長は支部を代表し、支部の運営を統括する。副支部長は支部長を補佐し、

支部長事故あるときはその職務を代行する。 
 
第４章 役員及び機関 

（役 員） 

第 ８ 条 この専門部に次の①～⑨の役員を置く。 
① 部 長                      １名 
② 相 談 役                     若干名 
③ 委 員 長                      １名 
④ 常任委員                     若干名 
⑤ 委 員            加盟校柔道部教諭各校１名 
⑥ 準 委 員         加盟校柔道部教諭各校 ３名以内 
⑦ 生徒委員          加盟校柔道部生徒各校  １名 
⑧ 監 事（監査部長・副部長）            ２名 
⑨ 書 記（主任、副主任）              ２名 

第 ９ 条 必要あるときは名誉役員、顧問、参与その他特別役員を置くことが出来る。 
（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年、生徒役員は１年とし再任は妨げない。任期中、役員の交替

ある場合、後任者の任期は前任者の残余期間とする。 
（役員の選任） 

第１１条 この部の役員は定める所に従って選定する。 
１， 専門部長は常任委員会で推薦し東京都高体柔道専門部総会（以下“総会”

とする）に於いて承認する。その後、更に東京都高等学校体育連盟理事会の

承認を経て、東京都高等学校体育連盟会長が委嘱する。 
２， 名誉役員、顧問、参与等特別役員は、この専門部の正・副専門部長経験者

並びに全国高等学校体育連盟柔道専門部及び関東高等学校体育連盟柔道専

門部の重要職にあるもの又は経験者で、常任委員会で推薦し、委員会の承認

を経て、部長が委嘱する。 
３， 常任委員は各支部長、担当部長、担当副部長で構成し、専門部長が委嘱す

る。 



４， 委員は、各加盟校の柔道部責任教諭として登録されたもので、専門部長が

委嘱する。 
５， 準委員は、各加盟校から柔道部指導者（教諭）として登録されたもので専

門部長が委嘱する。ただし、一校あたり３名以内とする。 
６， 生徒委員は、各加盟校の柔道部代表生徒（１名）として登録されたもので

専門部長が委嘱する。 
７， 監事は、監査部担当部長及び副部長がその任に当たる。専門部長が委嘱す

る。 
８， 書記は、総務担当部長が総務委員の中から２名を推挙し、常任委員会の承

認を経て、部長が委嘱する。 
９， 名誉役員・顧問・その他は、常任委員会で推挙し、専門部長が委嘱する。 

（役員の任務） 

第１２条 この部の役員の任務は次の通りとする。 
１， 専門部長は、この専門部を代表し会務を統括する。 
２， 委員長は、専門部長を補佐し、専門部長事故あるとき、または欠けたとき

は代行する。また、委員長は、常任委員会を代表して会務の執行に当たる。 
３， 常任委員は、委員長を補佐するとともに常任委員会を構成し、任務を遂行

する。 
４， 委員・生徒委員は、委員会を構成し、重要なる会務を決議する。 
５， 準委員は、委員の代行者として資格を有し、委員事故ある場合委任状なく

して委員の代行者となれる。また、準委員は、この専門部の各担当部等の構

成員となる資格を有する。 
６， 監事は、この専門部の会計監査にあたる。 
７， 書記は、この専門部の会議の書記として議事録の作成等の事務処理にあた

る。書記２名は主任・副主任に分け、常に会議には主任がその任にあたる。

副主任は主任を補佐し、主任事故ある場合はその代行者としてその任にあた

る。主任は常任委員会の構成員とする。 
８， 名誉役員・顧問は、必要に応じて専門部長の諮問に応える。 

 
第５章 会  議 

（会議の種類） 

第１３条 この部の会議は、総会及び常任委員会・担当部長会とする。 
（総 会） 

第１４条 １， 総会はこの専門部の最高議決機関であって、本規約第８条に掲げる役員

（準委員には議決権はない）をもって構成し、専門部長が召集する。総会

は年１回定例会を開く。ただし、専門部長が必要と認めた場合は、常任委

員会の議を経て臨時に総会を召集することができる。 



２， 常任委員会が必要と認めたとき、並びに総会総数の３分の１以上から会

議の目的及び付議すべき事項を示して、総会召集の請求があったときは、

専門部長は遅滞なくこれを招集しなければならない。 
３， 議長は、専門部長又はその指名した者が当たる。 
４， 総会付議事項 

イ，この部の基本方針に関する事項 
ロ，事業計画・報告に関する事項 
ハ，収支予算・決算に関する事項 
二，役員の選出・決定に関する事項 
ホ，規約・規定の制定・改廃に関する事項 
へ，その他必要と認める事項（常任委員会） 

第１５条 １， 常任委員会は専門部長・相談役・委員長・支部長・担当部長、副部長・

監事・書記より構成し、年７回の定例会を開くことを原則とし、部長が召

集する。緊急を要する場合は、常任委員会をもって総会に代わり審議・専

決処理することができる。 
ただし、この常任委員会は部長が招集し、事後に総会の承認を得なけれ

ばならない。 
２， 議長は委員長又はその指名した者が当たる。 
３， 常任委員会決議事項 

イ，委員会の決議事項の執行に関する事項 
ロ，委員会に付議すべき事項の審議・原案作成に関する事項 
ハ，担当部会及び特別委員会の構成、並びに各担当部長、副部長・委員

の選任に関する事項 
二，その他必要と認める事項 

（担当部長会） 

担当部長で構成し、関係団体等に関する対外処理や必要ある懸案事項に関する常任委員

会議決案の素案作りをする。 
（会議の成立決議） 

第１６条 この部の各会議（総会・常任委員会をさす。以下同じ）は、役員総数の過半数

（委任状を含む）の出席者をもって成立し、議事は出席者（委任状を含む）の

過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところとする。 
（議 事 録） 

第１７条 この部の会議において議事録を作成し、議長及び出席者の署名捺印のうえ、こ

れを保存する。 
 
 
 



第６章 加盟･登録及び・除名 

（加盟及び脱退・除名） 

第１８条 この部の加盟・登録及び除名については別に定める所による。 
 
第７章 担当部会及び特別委員会 

（担当及び特別委員会） 

第１９条 １， この部の運営・事務処理を円滑にするために、次の部及び特別委員会を

置く。（担当部及び特別委員会の内容・任務等は別に掲げる） 
① 総務部 
② 競技部 
③ 昇段審議部 
④ 国際交流部 
⑤ 経理部 
    （以上５部が担当部会） 
⑥ 監査部 
⑦ 全国関東渉外特別委員会 
⑧ 安全対策特別委員会 
    （以上 1部２委員会が特別委員会） 

２， 委員長が各担当部会を統括し、総務部長がこれを補佐する。委員長事故

ある場合は、総務部長がその職務を代行する。 
３， 各担当部会に部長及び副部長若干名・部員１２名以内を置きその選任は

常任委員会で行う。各担当部会は部長が召集し、当該事務を処理する。副

部長は部長を補佐し部長事故ある場合は、これを代行する。 
４， 各担当部は担当部正副部長を補佐し、各担当部の会務を処理する。 
５， 各担当部の合同部会は委員長が召集し、当該の事務処理をする。 
６， 監査部は各支部の会計を監査することを任とし、部長は常任委員会で推

挙されたものがあたる。 
７， 全国・関東渉外特別委員は、常任委員会が推挙して全国高等学校体育連

盟柔道専門部事務局員及び関東高等学校体育連盟柔道専門部書記になった

ものがその任にあたり、専門部長が委嘱する。また、委員が委員の中から

常任委員会構成員１名を選出し、専門部長が委嘱する。 
８， 安全対策特別委員は、委員長及び担当部長があたる。 

 
 
 
 
 



第８章 会  計 
第２０条 １， この部の経費は、東京都高等学校体育連盟の予算をもってあてる。 

（平成１９年度 加盟費７，５００円） 
２， この部の予算及び決算は、総会の議を経て東京都高等学校体育連盟理事

会の承認を得るものとする。 
３， その他・会計処理については別に定める。 
４， この部の会計年度は毎年４月１日に始まり次年３月３１日に終わる。 

 
第９章 附  則 

（規約改正） 

第２１条 １， この部の規約は総会の出席者（委任状を含む）の３分の２以上の承認に

よりこれを改正することができる。 
２， 本規約は平成４年４月１１日より施行する。 

・平成１０年３月、一部改正 
・平成１２年３月、一部改正 
・平成１４年３月、一部改正 
・平成１６年３月、一部改正 
・平成１９年３月、一部改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


